
基本計画策定の背景と目的 

現在、芦屋市（以下、「本市」という。）では、本市域内より排出される一般廃棄物を芦屋市環境

処理センター（浜風町 31 番 1 号）敷地内（以下、「処理センター」という。）の「ごみ焼却施設」

及び「資源化施設（不燃物処理施設、ペットボトル減容施設）」において処理を行っています。 

しかしながら、これらの施設は老朽化が進んでおり、将来にわたりごみの適正・安定処理を継続

していくためには、新たなごみ処理施設の整備を図っていく必要があり、令和 4 年 3 月、施設整

備に係る「基本的な考え方」「施設整備の方向性」を取りまとめた『芦屋市環境処理センター施設

整備基本構想』（以下、「基本構想」という。）を策定しました。 

基本方針として〈地球温暖化対策〉〈循環型社会の形成〉〈環境保全〉の 3つの目標を掲げ、焼却

エネルギー等の利活用による脱炭素に貢献し、持続可能な社会の実現に寄与するとともに、多面

的価値を有し市民に親しまれる施設整備に取り組むこととしました。 

また、計画的に市域内の一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本的事項を定めた

『芦屋市一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)』についても、基本構想策定と同時期に見直

しを行い、新たな 5つの基本方針〈日常における環境意識の醸成〉〈市民参画・協働の推進〉〈多様

な主体との連携〉〈排出事業者責任の徹底〉〈新施設の検討・構想〉のもと、ごみ排出量削減等に係

る目標値を設定し、目標達成に向けて市全体で様々な施策に取り組んでいくこととしました。 

さらに、令和 3 年 6 月の「芦屋市ゼロカーボン※1シティ」表明による 2050 年[令和 32 年]まで

に温室効果ガス実質ゼロを目指した施策の推進、令和 4 年 4 月の「プラスチックに係る資源循環

の促進等に関する法律」施行により、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要

性が高まっていることを踏まえ、プラスチック資源の分別収集・リサイクル推進への対応など、脱

炭素社会の実現に係る一層の取組みを進めていく必要があります。 

これら本市による取組みや国の方針を踏まえ、施設整備に関する具体的な詳細検討を行い、施設

整備事業の実施に向け決定すべき事項を明確にしていくことを目的として『芦屋市環境処理セン

ター施設整備基本計画』（以下、「基本計画」という。）を策定します。 

※1  ゼロカーボン 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。2020 年 10月、政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出

を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言。「排出を全体としてゼロ」というのは、

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引い

て、合計を実質的にゼロにすること。 出典)環境省 HP 

※2  プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律【関係者の責務】 

市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な

措置を講ずるよう努めなければならないこと（法第 6条第 1項）。 

都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよ

う努めなければならないこと（法第 6条第 3項）。 
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